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１２月３日から９日は
障害者週間

　鳥取県は、県が管理している道路、河川等

の環境美化や維持管理に住民の皆さんに積極

的に参画していただき、地域の実情に応じた

環境保全を図るとともに、地域の活性化や公

共空間の利活用促進に寄与することを目的と

して、活動団体を募集し、支援を行っていま

す。

活動内容の例

　・道路、河川の清掃、除草又は植栽管理

　・公園の整地、清掃、除草又は植栽管理

　・歩道の除雪

支援内容の例

　｢ 参加型ボランティア促進事業 ｣

　・参加者　１００円／人・時間

　・草刈機　１００円／人・時間

　　（上限　１０万円／年）

【問合せ先】

　八頭県土整備事務所　維持管理課

　　☎７２－３８５７

　雪の時期が近づいています。積雪または凍

結している道路をノーマルタイヤで走行する

と、事故や立ち往生を引き起こし、長時間の

通行止めの原因や除雪作業の妨げとなるおそ

れがあり大変危険です。

　お出かけ前に、鳥取道・国道９号・29 号・

53 号の道路状況（ライブカメラ映像等）を

携帯電話・スマートフォン・パソコン等でご

覧ください。

【問合せ先】

　鳥取道　鳥取自動車道出張所

　　☎０８５７－２８－７５５４

　国道 53 号　郡家国道維持出張所

　　☎７２－１２３１

　私たちは、誰もが同じように学び、働き、

暮らす権利を持っています。しかし、障がい

のある人には、社会参加を妨げる障壁や差別

が今なおあります。

　誰もが互いの人格と個性を尊重して支え合

う「共生社会」を実現するためにも、１人ひ

とりが障がいへの理解を深めていくことが大

切です。

【問合せ先】保健センター福祉課

　　　　　　  ☎７５－４１０２

鳥　　取　　版
河川・道路ボランティア促進事業

早めの冬用タイヤ（タイヤチェーン）

着用をお願いします

介護者研修会開催

　介護する側の健康について考え、さらに、

介護負担軽減の為に、福祉用具の効果的な使

用方法について、実践を通した研修会を行い

ます。

日時　11 月 30 日（水）

　　　午後 1 時 30 分～午後 3 時

会場　ほのぼの　ひだまりホール

講師　さとに田園クリニック

　　　　理学療法士　安住　慎太郎　氏

内容　介護者の健康と介護の豆知識

※参加無料・申込み不要

　どなたでも参加できます。

【問合せ先】地域包括支援センター

　　　　　　山本・佐野　☎７５－６００７
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１２月１日は世界エイズデー そば粉料理講習会　開催

　近年、町内でも転作作物としてそばの栽培

が増えており、農地保全と地産地消の取り組

みの１つとして、手打ちそば、そば粉を使用

した料理の講習会を開催します。皆さんの参

加をお待ちしています。

日時　平成 29 年１月 19 日 ( 木 )　

　　　　午前 10 時～

場所　ほのぼの１階　栄養指導室

参加費　300 円 ( 当日集金 )

定員　　先着 20 人

申込締切　平成 29 年１月６日 ( 金 )

【申込み・問合せ先】

  農業委員会事務局　萩原　  　　　　　　

　　☎７５ ― ４１２１

県総合情報誌『とっとりＮＯＷ』
１１２号（１２月１日発行）

好評発売中！

　遠い昔から人々の暮ら

しに欠かせない木は、長

い年月をかけて手をかけ、

育むことが必要です。巻

頭特集では木にまつわる

それらの営みや、山が循

環する仕組みを紹介しま

す。特集では、県内で活

躍する女性消防団にスポ

ットを当てました。

取扱場所　下記事務局、県内書店ほか

定価　309 円（税込）

【問合せ先】鳥取県広報連絡協議会（県庁内）

　　　　　　☎０８５７－２６－７０８６

　『知っていても、分かっていても、

　　　　　AIDS　IS　NOT　OVER』

 

 

〈保健所でのエイズ検査〉

　◆無料 ・匿名　　◆検査内容：ＨＩＶ検査

※性感染症（梅毒・クラミジア）もあわせて検

査できます。

定例検査

　毎週月曜日（祝日は翌日）要予約

　受付時間　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

夜間検査

　12 月５日（月）予約不要

　受付時間　午後 6 時～ 8 時

休日検査

　12 月 11 日（日）予約不要

　受付時間　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分

場所

　東部福祉保健事務所（鳥取保健所）１階

【問合せ先】鳥取県東部福祉保健事務所

　　　　　　鳥取保健所  健康支援課  

　　　　　　☎０８５７－２２－５６９４

新たに HIV に感染した人 / エイズを発症した人の年次推移

ＨＩＶ感染予防のためには

　予防・検査・治療・支援・理解
　　　　　  という具体的行動が必要です。


